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有害性評価（国）

＜平成32年(2020年)報告版＞

「有害物ばく露作業報告」の手引き

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

厚生労働省では、労働者に重い健康障害を及ぼすおそれのある化学物質について、
「リスク評価」を実施し、必要な規制を実施しています。このリスク評価を行うに当
たり、事業場において労働者が有害物にさらされる（ばく露）状況を把握するため、
法令に基づいて「有害物ばく露作業報告制度」を設けています。

報告の対象となる物質（Ｐ３～５）について、年間500kg以上の製造又は取扱いが
ある事業場は、例外なく報告が必要です。

このパンフレットは、平成32年（2020年）に報告を行うために必要な手続について
まとめたものです。報告の概要や記入要領のほか「Ｑ＆Ａ」も掲載していますので、
報告書を提出する際の参考としてお使いください。

化学物質を取り扱う事業主の皆さまへ

［関係法令］

～ 化学物質による労働者の健康障害についての「リスク評価」のしくみ ～

リスク評価では、「ばく露調査」から得られたばく露濃度の最大値と、「有害性評価」から
得られた評価値を比較して問題となるリスクがあるかどうかを評価します。問題となるリスク
が確認された場合には、その化学物質について、健康障害防止措置などの導入を検討します。

労働安全衛生法（抜粋）
（報告等）

第百条
厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、

厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、
必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。

２ 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、
厚生労働省令で定めるところにより、登録製造時等検査機関等に対し、必要な事項を報告させることができる。

３ 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業者又は労働者に対し、必要な事項を
報告させ、又は出頭を命ずることができる。

労働安全衛生規則（抜粋）
（有害物ばく露作業報告)

第九十五条の六
事業者は、労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う作業場

において、労働者を当該物のガス、蒸気又は粉じんにばく露するおそれのある作業に従事させたときは、厚生労働
大臣の定めるところにより、当該物のばく露の防止に関し必要な事項について、様式第二十一号の七による報告書を
所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

有害物ばく露作業報告（事業者）

ばく露実態調査（国）＊

ばく露評価（国）

詳細は「労働者の有害物によるばく露評価ガイドライン」に記載しています。
（http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/01/dl/s0115-4a.pdf）

＊については、「職場における化学物質のリスク評価推進事業」（国の委託事業）で実施しています。



報告の概要

■報告対象物質
報告の対象となる物質は３～５ページに掲げる７物質です。

■報告が必要な事業者
報告の対象となる対象物質を500kg以上（＊）製造、または取り扱った場合に、
報告が必要になります。
製造または取扱いの期間が短い場合や発散抑制などの措置を講じた場合でも、
ばく露の可能性がありますので、必ず報告してください。

（＊）ばく露作業報告対象物を含有する製剤の場合は、
当該製剤ごとの「製造量又は取扱量」×「ばく露作業報告対象物の含有率」を計算し、
その値が500kg以上になる場合に報告が必要になります。

■報告対象期間
平成31年(2019年)の１年間（平成31年１月１日～12月31日）の作業につい
て、報告してください。

■報告の手順
① 最寄りの労働基準監督署、都道府県労働局で報告書の用紙を入手するか、

厚生労働省ホームページから印刷してください。

② ６～７ページの「報告書の記入要領」に従って、報告書を作成してください。

③ 平成32年(2020年)１月１日～３月31日の間に、事業場を管轄する労働基準
監督署に提出してください。

※ 電子申請で手続きを行う場合は、電子政府の総合窓口（e-Gov）を参照してください。
（http://www.e-gov.go.jp/）

■報告スケジュール
・報告対象期間 平成31年(2019年)１月１日～12月31日
・報告提出期間 平成32年(2020年)１月１日～３月31日

この期間内に行った報告対象物の
製造又は取扱いについて記録してください。

報告書を作成して、
労働基準監督署に
提出してください。

2019.1.1 2020.1.1 2020.3.31

対象期間 提出期間

2019.１.１～12.31 2020.1.1～３.31 

e-Gov 検 索

（http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei36/21.html）

２



ばく露作業報告対象物（主な別名、有害性、用途の例 ほか） 

 

 
物質名 

【CAS】 

【コード番号】 
報告を要しない 

含有率 
主な別名 

有害性情報 
（発がん性、生殖毒性、神経毒性評価等、 
管理濃度、許容濃度等） 

用途の例（原料等）と 
構造式 

1 

アスファルト 
 

【64742-93-4】
酸化アスファルト 

 
【8052-42-4】 

【64741-56-6】 
ストレート 

アスファルト 

【２４３】 
0.1%未満 

 

 
【発がん性】 

IARC： 2A（酸化アスファルト） 
IARC： 2B（道路舗装中の直留瀝青及びその燃焼に 

よる業務上のばく露） 
 

【GHS】 
 ストレートアスファルトについて 

・強い眼刺激 
・呼吸器への刺激のおそれ 
・遺伝性疾患のおそれの疑い 
・発がん性が疑われる 
・長期にわたる、又は反復ばく露による呼吸器系の障

害 
 

【許容濃度等】 
ACGIH：TWA 0.5 mg/m3 (I)  

（ベンゼンエアロゾルとして） 
産衛学会： （吸入性粉じん）2 mg/m3 

（総粉じん）8 mg/m3 
（第 3 種粉じん:その他の無機及び有機粉 

じん） 
 

道路舗装材料，ゴム練込み
用材料，印刷インキ・塗
料・建材・鋳物砂型・舗装
材料・防水材料・電気絶縁
材料原料，農薬(失効農薬) 
 

 

2 

エチレングリコール
モノ―ノルマル―ブ

チルエーテル 
（別名ブチルセロソ

ルブ） 
【111-76-2】 

【２４４】 
0.1%未満 

ヒドロキシエチルブ
チルエーテル、エチ
レングリコールモノ
ブチルエーテル、２-
ブトキシエタノール 

 
【発がん性】 

IARC：3 
ACGIH：A3 

 
【GHS】 

・飲み込むと有害 
・皮膚に接触すると有毒 
・皮膚刺激 
・強い眼刺激 
・吸入すると生命に危険 
・眠気又はめまいのおそれ 
・生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い 
・血液系、呼吸器、肝臓、腎臓の障害 
・長期にわたる、又は反復ばく露による血液系の障害 
 

【管理濃度】 
 25 ppm 

 
【許容濃度等】 

ACGIH：TWA 20 ppm 
産衛学会：20 ppm, 97 mg/m3, 皮 
 

塗料、印刷インキ、染料、
農薬溶剤 
 
 

3 
オルト―クレゾール 

【95-48-7】 
【２４５】 
0.1%未満 

２－メチルフェノー
ル 

 
【GHS】 

・飲み込むと有毒 
・皮膚に接触すると有毒 
・重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷 
・重篤な眼の損傷 
・眠気又はめまいのおそれ 
・発がん性が疑われる 
・中枢神経系、呼吸器、心血管系、血液系、肝臓、腎

臓、膵臓、脾臓の障害 
・長期にわたる、又は反復ばく露による中枢神経系、

心血管系、血液系、呼吸器、肝臓、腎臓の障害 
 

【管理濃度】 
 5 ppm 

 
【許容濃度等】 

ACGIH：TWA 20 mg/m3, Skin 
産衛学会：5 ppm, 22 mg/m3, 皮 
 

エポキシ樹脂・農薬・酸化
防止剤・可塑剤 （リン酸
トリクレジル等）・フェノ
ール樹脂合成原料，電線ワ
ニス溶剤，消毒液 
 
 

3 



 
物質名 

【CAS】 

【コード番号】 
報告を要しない 

含有率 
主な別名 

有害性情報 
（発がん性、生殖毒性、神経毒性評価等、 
管理濃度、許容濃度等） 

用途の例（原料等）と 
構造式 

４ 
シクロヘキサノン 
【108-94-1】 

【２４６】 
0.1%未満 

ケトシクロヘキサ
ン、オクソシクロヘ
キサン、ピメリンケ
トン 

 
【発がん性】 

ACGIH：A3 
 

【GHS】 
・引火性の液体および蒸気 
・飲み込むと有害 
・皮膚に接触すると有毒 
・吸入すると有毒 
・皮膚刺激 
・強い眼刺激 
・アレルギー性皮膚炎を起こすおそれ 
・遺伝性疾患のおそれの疑い 
・生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い 
・呼吸器系の障害  
・中枢神経系の障害のおそれ 
・眠気やめまいのおそれ 
・長期にわたる、又は反復ばく露により中枢神経系、

骨の障害 
 
【管理濃度】 
 20 ppm 
 
【許容濃度等】 

ACGIH：TWA 20 ppm, STEL 50 ppm, Skin 
産衛学会：25 ppm, 100 mg/m3 

 

溶剤，カプロラクタム（合
成樹脂・ナイロン原料）原
料  

５ 

１，１―ジクロロエ
チレン 

（別名塩化ビニリデ
ン） 

【75-35-4】 

【２４７】 
0.1%未満 

1,1-ジクロロエテン  
二塩化ビニリデン 
unsym-ジクロルエ
チレン 

 
【発がん性】 

IARC：2B 
ACGIH：A4 
 

【GHS】 
・極めて引火性の高い液体及び蒸気 
・飲み込むと有害 
・吸入すると有害 
・おそらく発がん性がある 
・生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い 
・神経系、呼吸器、肝臓、腎臓の障害 
・眠気又はめまいのおそれ 
・長期にわたる、又は反復ばく露による血液、呼吸

器、肝臓、腎臓、生殖器 (男性) の障害 
・水生生物に有害 
 

【許容濃度等】 
ACGIH：TWA 5 ppm、20 mg/m3 
産衛学会：未設定  
 

合成原料［家庭用ラップ，
包装用フィルム，その他加
工品，塩化ビニリデンラテ
ックス，難燃性繊維］ 
包装フィルム、紙やプラス
チックフィルム類のコーテ
ィング剤 

６ 
フルフラール 
【98-01-1】 

【２４８】 
0.1%未満 

2-フランカルボキシ
アルデヒド 

 
【発がん性】 

IARC：3 
ACGIH：A3 
 

【GHS】 
・引火性液体及び蒸気 
・飲み込むと有毒 
・皮膚に接触すると有毒 
・皮膚刺激 
・強い眼刺激 
・吸入すると生命に危険 
・発がん性が疑われる 
・呼吸器、肝臓の障害 
・長期にわたる、又は反復ばく露による呼吸器、肝臓

の障害 
・水生生物に有害 
・長期継続的影響によって水生生物に有害 

 
【許容濃度等】 

ACGIH：TWA 0.2 ppm、0.8 mg/m3、Skin 
産衛学会：2.5 ppm、9.8 mg/m3、皮 

 

溶剤、フラン樹脂原料、潤
滑油精製、医薬品原料 

４ 



 
物質名 

【CAS】 

【コード番号】 
報告を要しない 

含有率 
主な別名 

有害性情報 
（発がん性、生殖毒性、神経毒性評価等、 
管理濃度、許容濃度等） 

用途の例（原料等）と 
構造式 

７ 

メチル―ターシャリ
―ブチルエーテル
（別名ＭＴＢＥ） 
【1634-04-4】 

【２４９】 
0.1%未満 

1-メトキシ-1,1-ジメ
チルエタン 

【発がん性】 
IARC：3 
ACGIH：A3 
 

【GHS】 
・引火性の高い液体及び蒸気 
・皮膚刺激 
・眼刺激 
・呼吸器への刺激のおそれ 
・眠気又はめまいのおそれ 

 
【許容濃度等】 

ACGIH：TWA: 50 ppm、180 mg/m3 
産衛学会：未設定  

ガソリンのオクタン価向上
剤 

 
※それぞれの物質を含有する混合物において、「報告を要しない含有率」に該当する混合物に係る作業については、報告の必要があり
ません。 

 

 

 

※有害性情報、用途の例については、厚生労働省モデル SDS の情報などを参照しています。 

発がん性評価区分  GHS 有害性情報 

IARC 
 
 
 
 
 

：
 
 
 
 

国際がん研究機関 
１ ヒトに対して発がん性がある 
2A ヒトに対しておそらく発がん性がある 
2B ヒトに対する発がん性の可能性がある 
３ ヒトに対する発がん性については分類できない 
４ ヒトに対しておそらく発がん性がない 

GHS 
 

： 「化学品の分類および表示に関する世界調和システ
ム」（国連勧告） 
個々の化学物質について、危険有害性の分類項目
ごとに、それぞれの危険有害性の程度を区分し、
その区分に応じた絵表示、注意喚起語、危険有害
性情報等を表すこととしています。 

ACGIH 
 

： 米国産業衛生専門家会議 
  A1 ヒトに対する発がん性が確認された物質 許容濃度等 

  A2 ヒトに対する発がん性が疑わしい物質 
A3 動物実験では発がん性が確認されたが、ヒトの

発がん性との関連が未知の物質 
A4 ヒトに対する発がん物質と分類しかねる物質 
A5 ヒトに対する発がん性の疑いのない物質 

ACGIH ： 米国産業衛生専門家会議が勧告値として発表してい
る許容濃度（ほとんどすべての労働者に健康上の悪
影響がみられないと判断される濃度） 

TWA ８時間時間加重平均 
STEL 短時間ばく露限界 

NTP 
 

： 米国・国家毒性プログラム 
K  ヒトに対して発がん性があることが知られてい

る物質 
 R  合理的にヒト発がん性があることが懸念される

物質 

  C     上限値 
(IFV) インハラブル粒子および蒸気 
(T)  ソーラシック粒子 

産衛学会 ： 日本産業衛生学会 
 第１群  人間に対して発がん性のある物質 

第２群 A 人間に対しておそらく発がん性があると 
考えられる物質  
（証拠がより十分な物質） 

 第２群 B 人間に対しておそらく発がん性があると 
考えられる物質  
（証拠が比較的十分でない物質） 

産衛学会 ： 日本産業衛生学会が勧告値として発表している 
許容濃度 

［参照］ 
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●□□□で表示された枠（記入枠）に記入する文字は、光学的文字・イメージ読取装置(ＯＣＩＲ)
で直接読み取りますので、用紙を汚したり、穴をあけたり、必要以上に折り曲げたりしないで
ください。

●記入枠の部分は、黒のボールペンで、枠からはみ出さないよう注意して、大きめのアラビア数
字ではっきり記入してください。

●記入すべき事項のない欄・記入枠は、空欄のままにしてください。

「事業の種類」
日本標準産業分類の中分類に準じて記入してください。

「ばく露作業報告対象物の名称」
３～５ページを参照して、報告を行う物（ばく露作業
報告対象物）の名称とコード番号を記入してください。
「対象年」は731と記入してください。

「対象物等の用途」
ばく露作業報告対象物またはこれを含有する製剤その
他の物（ばく露作業報告対象物等）の用途ごとに、８
ページの別表１に掲げる区分に応じて、該当するコー
ドを記入してください。

「ばく露作業の種類」
ばく露作業報告対象物等を製造し、または取り扱うこ
とによりばく露するおそれのある作業（ばく露作業）
について、８ページの別表２に掲げる区分に応じて該
当するコードを記入してください。
コード30から49までのいずれにも該当しない場合は、
「50」と記入の上、具体的なばく露作業の種類を記入
してください。

「作業1回当たりの製造・取扱い量」
固体は質量、液体は体積、気体はその物質が液
化する温度下における体積を算出し、次のうち
該当する番号を記入してください。
なお、対象物含有製剤を製造または取り扱う場
合のばく露作業報告対象物の作業1回当たりの製
造量または取扱量は、その対象物含有製剤ごと
の作業1回当たりの製造量または取扱量にばく露
作業報告対象物の含有率を乗じて算出してくだ
さい。

1．１kg未満または１ℓ未満
2．１kg以上１t未満または１ℓ以上１kℓ未満
3．１t以上または１kℓ以上

「対象物等の物理的性状」
ばく露作業におけるばく露作業報告
対象物等の物理的性状について、次
のうち該当する番号を記入してくだ
さい。

1．ペレット状の固体
2．結晶または粒状の固体
3．微細・軽量パウダー状の固体
4．液体（練粉、液状混合物を含む）
5．気体

「対象物等の温度」
ばく露作業時のばく露作業報告対象物等の温度に
ついて、次のうち該当する番号を記入してくださ
い。

1．摂氏０度未満
2．摂氏０度以上25度未満
3．摂氏25度以上50度未満
4．摂氏50度以上100度未満
5．摂氏100度以上150度未満
6．摂氏150度以上

「１日当たりの作業時間」
ばく露作業に従事していたすべての労働者の一人
当たりの１日の平均のばく露作業時間数について、
次のうち該当する番号を記入してください。

1．15分/日未満
2．15分/日以上30分/日未満
3．30分/日以上１時間/日未満
4．１時間/日以上３時間/日未満
5．３時間/日以上５時間/日未満
6．５時間/日以上

「ばく露作業従事者数」
ばく露作業に従事していた１日当たりの労働者数
について、次のうち該当する番号を記入してくだ
さい。

1．５人未満
2．５人以上10人未満
3．10人以上20人未満
4．20人以上

「発散抑制措置の状況」
発散抑制措置の状況について、次のうち該当する
番号を記入してください。
なお、いずれにも該当しない場合は「５」とし、
具体的な発散抑制措置の状況をカッコ内に記入し
てください。また、２つ以上に該当する場合は、
その番号が小さいものから順に２つ選択して記入
してください。

1．密閉化設備の設置 2．局所排気装置の設置
3．プッシュプル型換気装置の設置
4．全体換気装置の設置 5．その他

●「対象物等の用途」が9つ以上ある場合には、2枚目を使用してください。その際、「総ページ」欄
には、報告書の合計枚数を記入し、「ページ」欄には、総枚数のうち、この用紙が何枚目かを記入
してください。
なお、2枚目以降については、「労働保険番号」「事業の種類」「労働者数」「事業場の名称」
「事業場の所在地」「ばく露作業報告対象物の名称」「対象年」欄は、記入する必要はありません。

●押印の代わりに、署名でも構いません。

「年間製造・取扱い量」
報告の対象年におけるばく露作業報告対象物の製造量
または取扱量について、次のうち該当する番号を記入
してください。
なお、対象物含有製剤を製造し、または取り扱う場合
におけるばく露作業報告対象物の製造量または取扱量
は、その対象物含有製剤ごとの製造量または取扱量に
ばく露作業報告対象物の含有率を乗じて算出してくだ
さい。

「対象物等の名称」
ばく露作業報告対象物等の名称を記入してください。
なお、ばく露作業報告対象物を含有する製剤その他の
物（対象物含有製剤）の名称については、事業者がそ
の対象物含有製剤の用途、一般名などをもとに「めっ
き液」「シンナー」「接着剤」など適当な名称を記入
してください。

６ ７

1．500kg未満
3．１t以上10t未満
5．100t以上1,000t未満

2．500kg以上１t未満
4．10t以上100t未満
6．1,000t以上

報告書の記入要領



※ 用途が同一であるばく露作業報告対象物等について、ばく露作業の種類、対象物等の名称、作業１回
当たりの製造・取扱い量、対象物等の物理的性状等（年間製造・取扱い量とばく露作業従事者数を除
く。）のいずれかの報告の内容が異なる場合又は成分が異なる場合は、これらのばく露作業報告対象
物等の用途は、それぞれ別の用途として段を分けて記入してください。

（別表１）対象物等の用途

コード 用 途

01 ばく露作業報告対象物の製造

02
ばく露作業報告対象物を含有する製剤その他の物の製造を目的とした原料
としての使用（コード11に掲げるものを除く。）

03
製剤等の性状等を安定させ、又は変化させることを目的とした、触媒として、
又は安定剤、可塑剤、硬化剤、難燃剤、乳化剤、可溶化剤、分散剤、加硫剤
等の添加剤としての使用

04 溶剤、希釈又は溶媒としての使用

05 洗浄を目的とした使用

06 表面処理又は防錆(せい)を目的とした使用

07 顔料、染料、塗料又は印刷インキとしての使用

08 除草、殺菌、殺虫、防腐、漂白、脱臭、剥離等を目的とした使用

09 試薬としての使用

10 接着を目的とした使用

11 建材の製造を目的とした原料としての使用

12 その他

（別表２）ばく露作業の種類
コード 種 類

30 印刷の作業

31 掻(か)き落し、剥離又は回収の作業

32 乾燥の作業

33 計量、配合、注入、投入又は小分けの作業

34 サンプリング、分析、試験又は研究の作業

35 充填又は袋詰めの作業
36 消毒、滅菌又は燻(くん)蒸の作業
37 成型、加工又は発泡の作業

38 清掃又は廃棄物処理の作業

39 接着の作業

40 染色の作業

41 洗浄、払拭、浸漬又は脱脂の作業

42 吹付け塗装以外の塗装又は塗布の作業

43 鋳造、溶融又は湯出しの作業

44 破砕、粉砕又はふるい分けの作業

45 はんだ付けの作業

46 吹付けの作業

47 保守、点検、分解、組立又は修理の作業

48 めつき等の表面処理の作業

49 ろ過、混合、攪拌(かくはん)、混練又は加熱の作業

50 その他

参 照
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【報告の必要性について】

Q&A

A 報告の必要があります。有害物ばく露作業報告は、法令に基づいて、年間500kg以上、
報告対象物を製造し、または取り扱う事業者に対して、労働者をばく露するおそれのあ
る作業に従事させた場合に必要とされています。局所排気装置の設置や呼吸用保護具の
着用は、ばく露のおそれがある場合に講ずるものであり、これらの措置を講じているこ
とをもって、ばく露のおそれがないとは言えないため、年間500kg以上、報告対象物の
取扱い等がある場合には、報告が必要です。

Q１ 局所排気装置を設置したり、呼吸用保護具を着用しているので、報告対象物を吸い
込んでいないと思いますが、報告は必要ですか。

A 報告対象物のガス、蒸気、粉じんの発散によるばく露がなければ、報告は不要です。

Q２ 輸入代行業をしていて、書面の手続きだけで、直接、報告対象物に触れない場合でも
報告は必要ですか。

A 報告対象物が密閉式の構造の設備で取り扱われており、または隔離室で遠隔操作の作
業等労働者が当該物のガス等にばく露するおそれがないと考えられる場合には、報告は
不要です。ただし、冷媒などの補充・交換を行う場合、対象化学物質のサンプリングを
行う場合、反応槽、配管などの清掃・点検作業を行う場合などは、報告が必要です。

Q３ 報告対象物が、工場プラント内の密閉化された状態で化学反応が進む過程で生成・消
滅する場合や、冷媒などとして密閉化状態で使用する場合でも報告は必要ですか。

A 平成31年報告版で報告対象の３物質については、平成32年（2020年）に報告する必
要はありません。（この３物質については、平成31年３月31日までに事業場を管轄す
る労働基準監督署に報告してください。）

Q４ 「平成31年報告版」で報告対象の３物質（テトラヒドロフランなど）について、平
成32年（2020年）も報告は必要ですか。

A 報告が必要な場合があります。例えば、タンクローリーから貯蔵タンクへの受入作業
や、貯蔵タンクへの充填作業などの場合です。この場合には、漏えいによるばく露の可
能性がないと判断できないことが多いためです。ただし、堅固な容器に充填され開封せ
ずに移動させる場合など、外に漏れるおそれが一切ないと判断できる作業については報
告する必要はありません。

Q５ 報告対象物を輸送する作業や、倉庫で保管する作業についても、報告は必要ですか。
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A 報告対象物が成分として入っている場合には、事業場において製造し、又は取り扱っ
た当該物の含有量が年間500kg以上となる場合には、これらを製造、運搬、販売、使用
する事業者は報告が必要です。

なお、農業経営者自らが農薬等を使用する場合は報告は不要ですが、雇用する労働者
に使用させた場合には報告が必要です。

Q７ 農薬・殺虫剤・消毒剤の成分として対象物が入っている場合、報告は必要ですか。

A 異性体について、報告は不要です。

A   労働者の健康障害を防止するために、国が行う化学物質のリスク評価に利用します。
リスク評価の状況や結果については、厚生労働省ホームページなどで公表します。
なお、企業のノウハウなどに該当する情報については公開しません。

Q８ 報告した情報は、どのように利用されるのですか。
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A 労働者による取扱いの過程において、固体以外の状態にならず、かつ粉状または粒状
にならないものは、報告の必要はありません。例えば、アスファルト舗装道路上におけ
る作業で、アスファルトが溶融されたり切削されたりせず、その蒸気や粉じんに、ばく
露するおそれがない場合、報告の必要はありません。

Q10 通常の取扱いでは粉じん等によるばく露のおそれがない場合、報告は必要ですか。

A 報告件数が数万件に及ぶため、事業者ごとにリスク評価結果をフィードバックするこ
とは困難ですが、事業者から照会があれば回答します。

照会の際は、厚生労働省 労働基準局 化学物質評価室にお問い合わせください。

［電話番号：03-5253-1111 （代表）］

Q11 リスク評価の結果は、報告した事業者にフィードバックされるのですか。

A 対象期間における報告対象物の製造量または取扱量が年間500kg以上の場合には、試
験・研究における作業でも報告が必要です。

Q６ 試験研究用に報告対象物を使用していますが、報告は必要ですか。

Q９ 「 オルト―クレゾール」や「１，１ ―ジクロロエチレン」が報告対象物とされて
いますが、異性体の「メタ―クレゾール」や「パラ―クレゾール」、 「 １，２
―ジクロロエチレン」については報告する必要がありますか。



A  「作業１回」とは、ばく露作業を開始してから中止または終了するまでの間をいいます。
例えば、作業Ａが20分連続して行われ、その後、休憩または別の作業で中断された後、
作業Ａが10分連続して行われた場合、作業Ａは２度実施されたことになります。この場
合における製造量・取扱量は、作業時間にかかわらず、製造量・取扱量の多い量を記入
してください。

Q14 「作業１回当たりの製造量・取扱量」の「作業１回当たり」とは、どういうもので
すか。

A 「作業１回当たりの製造量・取扱量」は、
報告対象物の「含有率」×「製造量または取扱量」で算出してください。

例）アスファルトを20%含む製品を、500kg取り扱う場合

「含有率」 × 「取扱量」 ＝ 「作業１回当たりの製造量・取扱量」
20%     × 500kg ＝ 100kg

作業や製品（ロット）ごとに、含有率や取扱量等が変わる場合には、これら作業の中
で算出された値のうち、最大の量を記入してください。

A 含有率に差がある場合は、その平均値などを使って算出してください。

Q16 表示やSDS（安全データシート）に記載された報告対象物の含有率に差がある場合、
「作業１回当たりの製造量・取扱量」の算出に使う含有率はどのように求めたらよ
いですか。

【報告の様式や記載方法について】

A 最寄りの都道府県労働局または労働基準監督署で入手するか、厚生労働省ホームペー
ジから印刷してください。

厚生労働省ホームページ
(https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei36/21.html)

Q12 報告様式はどこで入手できますか。

A 地域を管轄する労働基準監督署管内に複数の工場がある場合でも、まとめて報告す
ることはできないため、工場別に報告書を作成する必要があります。ただし、工場内に
複数の作業場がある場合には、工場単位で報告することができます。

Q13 同じ労働基準監督署管内にある複数の工場での作業について、まとめて報告書に記
入することはできますか。
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Q15 同じ作業でも、作業や製品（ロット）ごとに報告対象物の含有率や取扱い量等が変
わる場合、「作業１回当たりの製造量・取扱量」はどのように算出すればよいです
か。



A 非定常的な作業についても、定期的に実施するものであれば、リスク評価の対象と
なります。また、少量の製造または取扱作業を行っている事業場についても、必要に応
じて、関係業界団体などとの連携・協力の下、製造または取扱いに関する情報提供の
あったものについては、リスク評価を実施することがあります。

A 「ばく露評価」では、保護具の装着の有無についても調査しています。

Q18 「ばく露評価」では、保護具の装着の有無は調査されているのでしょうか。

A 労働者の化学物質によるリスクは、「化学物質の有害性の強弱」と「労働者が作業
を通じて当該化学物質にさらされる量」によって決まります。

化学物質の有害性（毒性）を評価して評価値を定めるのが「有害性評価」です。
一方、労働者が作業を通じてどのくらい対象物質を吸入するかを評価し、ばく露量を

推定するのが「ばく露評価」です。
提出いただいた報告は、この「ばく露評価」に活用されます。「有害性評価」と「ば

く露評価」の両方を比較して、問題となるリスクがあるかを評価します。

Q17 提出した報告を基に、どのように化学物質のリスク評価が行われるのですか。

A 有害物ばく露作業報告の報告内容は、ある作業について、化学物質へのばく露リス
クが高いものであるかどうかを推定することができる「ばく露予測モデル（コント
ロール・バンディング※）」に活用できます。

※コントロール・バンディングの例

・厚生労働省版コントロール・バンディング

http://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/ankgc07_1.htm

Q20 報告内容は、「労働者の有害物によるばく露評価ガイドライン」に記載されている
「ばく露予測モデル」に活用できますか？

【リスク評価について】

このパンフレットについては、最寄りの都道府県労働局または労働基準監督署にお問い合わせください。

都道府県労働局、労働基準監督署一覧
(https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/)

（平成31年(2019年)２月作成）

労基署 一覧 検 索
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Q19  メンテンス作業など、年に数回のみ発生する作業についてもリスク評価の対象になり
ますか。また、報告対象でない、少量（ 500kg未満）の製造・取扱作業についても、
リスク評価の対象としているのですか。


